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渡辺 王の隠された身体

王 の 隠 さ れ た 身 体

クバにおける王権 と衣装

渡 辺 公 三*
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2.王 の位 置,王 への視線

3.産 み出す王 の身体

4.衣 装の作 法と文法

5.王 の隠された身体

6.む すびにかえて

1.は じ め に

 「裸の王様」とよびならわされよく知られたアンデルセンの寓話,「 皇帝の新 しい

着物」で王(皇 帝)は,「 美 しい新 しい着物がそれはそれはお好きで」「0日 じゅう,

一時間ごとに,お 召しかえ」する。ところがある日,二 人のいかさま師が 「世にも不

思議な性質を持っていて,だ れでも自分の地位にふさわ しくない者や,手 におえない

ばか者には…見えない」なんとも美 しい服を織る機織り職人 として現れ,王 にかかえ

られる。服が 「できあがり」それを身につけて行進する王が,じ っさいには裸である

ことが 「む じゃき」な子供によってはじめて声高く言明される。 しか し 「いまさら行

列をやめるわけにはいかぬ」王は,「 なおさらもったいぶってお歩 きになりました」1》

という筋だてはあ らためて紹介するまでもないだろう。その寓話としてのおもしろさ

は,王 の服が自分の地位にふさわしい者とそうでない者,愚 かでない者と愚か者が見

分けられ,区 別される仕掛けであるといういかさま師のたくらみにひとびとが乗せ ら

れ,見 た通 りのことを言葉にするのを自ら禁じ,王 自身 もふ くめ暗黙の共犯関係に入

らざるをえないということ,し かもその共犯関係というル0ル そのものもけして言明

されることなく,そ れによってありもしない服が 「見 られ」王はいっそう裸になって

ゆくという点にある。ありもしないものが 「見える」状態を共同の幻想とよべるとす

れば,こ の寓話は幻想の成立する条件,つ まり独特のかたちの禁止を組みこむことで

成立する共犯関係のありかたを指摘 してみせたともいえよう。共犯関係のルールか ら

*国 立音楽大学音楽学部

1)訳 文は,大 畑末吉訳 『ア ンデルセ ン童話集(一)』 よ り引用。

241



国立民族学博物館研究報告別冊 12号

降りることが,そ のまま社会的地位と正常な判断力をもつことをみずから否認するこ

とになるために,だ れもが心の中で密かにあることを禁 じる。主自身さえもゲームか

ら自由ではいられない。こうして王の行進がはじまる。この王の行進は社会の寓意と

考えられる。いいかえれば 「けして言明されぬ禁止によって維持される共犯関係」と

しての社会。だとすれば見えない服を見る 「幻想」以前にもすでに 「幻想」の成 り立

つ条件ははたらいていたのであり,現 にそこにある見え る服を 「王の服として見てい

る」ことそのものも幻想にほかならないではないか。王が裸であれ,服 を着ているの

であれ王権はあ る条件のもとで幻想にささえられていることにはかわりないのだ。そ

れはだれもが目を見開いたままで見る幻想なのだ。 これがこの寓話の教訓だといえる

だろう。いずれにせよこのいかさま師たちは,裸 の王を包むべき王の服という,ま さ

にこのゲームのもっとも肝心なポイン ト,ア ルキメデスの支点ともいうべきところを

衝いてはいたのだ。

 ひとびとの多数の視線は地位や判断力を区別するシステムの中心としての王の服 と

いう0点 に集中す る。王の服は区別一差異化と,視 線の統0と いうふたつのヴェクト

ルをどうじに実現する王権そのものの象徴であり,王 権 という幻想の体係をささえる

物的な装置である。その不在は死すべき王の裸の身体といっそ う鋭 く対比されざるを

えない。つまりこの寓話は,死 すべき生理的個体としての王と,王 の身体を包みなが

らそれをこえた永続すべき王権を象徴する器(た とえば衣装)と いう,お そらくいか

なる王権にもつきまとう問題にささやかな照明をあて,衣 装という視覚装置と王権と

いう幻想(観 念)装 置との関係2)という問を ひかえめに指さして見せているともいえ

る。王の服を中心として張りめぐらされる地位の差異の体係は,そ の社会空間をどの

ように分節化するのだろうか。それは王をもたない社会の空間とどのように違ってく

るのか。王の身体,王 権,そ して王をうみ王の存在によって視線の中心をあたえられ

極性を帯びる社会空間,王 権をささえる 「装置」としての衣装などの関係という問題

を,中 央アフリカのクバ王国をてがかりにさぐってみたい。ただここで試みるのは,

クバ王国で独自の発展をみせたラフィア繊維を使 った衣装製作技法の紹介と分析では

なく,そ の布製品を素材として織 りあげられる王権の体系の統辞法の素描というべき

ものである3)。

2)こ の問題を鋭 く分析 した古典 的作品 として[KANToRowIcz 1957]が ある。

3)ラ フィア繊維による染織技術の分析につ いては井 関和代論文(本 書)参 照。 また クバ王国の

概観 について は,[TORDAY&JoYcE 1911;VANSINA ]964,1978;渡 辺 1987]参 照。 クバは

中部アフ リカのいわゆる 「母系のベル ト地帯」にはい り世代 深度の浅い(5, 6世代)母 系の クラン

(iloonci/maloonci)の 観念がある。 王位 の継承 も原則 として年長の姉妹の年長の息子か らli頂に
お こなわれ一世代全員 が終わ ったところで次世代 の姉妹の息子 たちに移る。なお本文 にでて く

るブ ショングBushoongと いうのは王族 クランをふ くむ,ク バ王国の 中心的民族集団である。
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2.王 の位 置,王 へ の視 線

 クバ王国の王(王 はニムNymあ るいはニミNymiと よばれる)の いる村ンシェー

ングは,川 辺でとれる大 きな葉をラフィア椰子の軸の細長い棒で挟んで編み上げて作

った高さ3メ ー トルほどの塀に囲まれた王宮を中心に,大 路ともいえる道を境に大 き

く二つの地区(kombeemy, kombiengy)に 分けられている。 村そのものがほぼ東西

の軸にそって作 られ,王 宮は西の奥に,大 路への入口は東の端に位置する。入口の右

(つまり南の側)と 左(北)に は戦士の長であるIyolとSheshの 家が置かれる。東/

西の対比はむ しろ上/下 と訳せるtien/ngelと いう言葉で表される。 それはadik/a

shinの 対比で表される空間的な上/下 とはべつに,方 位,日 の出と日没,川 の上と下

(クバ王国の中核となるブショング族の先祖は神話的な祖であるWootに ひきいられ

て,カ サイ川,サ ンクル川の北岸に沿 って西方つまり下から移住 してきたという。ザ

イ0ル 中央部ではこれらの川はほぼ東から西へ流れる)な どを表 し,さ まざまな文脈

でつかわれる。かつては日没後は,大 路を横切って反対側の地区へ行 くことは禁 じら

れ,こ れに違反 した場合は罰せられたという。逆に王自身は,日 中王宮を出ることは

例外的なで きごとであり,い わばお忍びで人の家を訪ねるのは夜に限られていた。塀

で囲まれた王宮(現 在のものは巾100メ ートル,長 さ150メ ー トルほど)の かなりの部

分は,王 国の各地か ら集あられた王の妻たちの住む後宮(dweengy)で あり,王 およ

びそこに住む王の妻たち以外の者の出入 りは固 く禁じられている。高い塀や夜の闇は,

王において隠され るべきものの存在を表している。王の存在その ものが隠された部分

と,あ らわに人 目にさらされる部分との組合わせによってできているともいえよう。

 王が昼の光の もとで姿を現し,ひ とびとの視線の中心の位置をしめる機会はいくつ

かある。「王の気の向いた時に」,王 によって召集され王宮前の広場でおこなわれるダ

ンスに王自身もくわわることがある4)。 さらに王の位置がいわば王国の成 り立ちの縮

図として際立って示されるのが,国 の重要事を議論するために,役 職を持った重臣た

ち(bakolmと 総称される)を 集めておこなわれる会議bua1'1の 場である。ここでは

王を中心として,さ まざまなカテゴ リーの役職者の位置と席次および発言の順序とい

った作法がきめられている(図1参 照)。 この場の席次あるいは役職者の布置は,ま

さに王国の構成を目にみえるかたちに再現している。そこに何が読みとれるか見るこ

4)し か し先代の王Mbopey a Mabiinci ma Kienは ダ ンス嫌いで30年 ほどの在位のあいだあま

りダ ンスはさかんではなか った という。 こう した慣習 は王の個性 によ って かな り変化があるよ

う だ。
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とに した い 。 ひ とに よ っ て説 明 に細 部 の 違 い が あ ると はい え,以 下 の 点 は この 会 議 の

特 徴 と して ほぼ共 通 して い る。

 20名 ほど の 重 臣た ち は,半 円 を描 いて 車座 に すわ りそ の 中心 の位 置 に は,王 と王の

メ ッセ ンジ ャーで あ る双 子muyeshの 長5), Mato bushoong(ブ シ ョ ングの耳)が

相 対 して すわ る。 王 の 後 ろに は王 の子 供 た ちbaan ba Nymお よび 王 の 近 従 と もよ

べ るbashi shina Nym(文 字 通 りに は
,王 の 下 の ひ とび と)が す わ る。 王 と重 臣の

あ いだ に た って双 方 の言 葉 を伝 え る役割 を は た す双 子 た ち を べつ に す れ ば,対 峙 して

す わ る王,baan ba Nym, bashi shina Nymの 一 団 と重 臣 た ちの 一 団 との あ い だ に

王 権 の 構 成 にか か わ る区 分線 が 目に み え る か た ちで 引 か れ る ことが わ か る 。双 子 た ち

は この 境 界上 で二 つ の グル ー プを仲 介 す るの で あ る。Bashi shina Nym(bashi shina

ntei木 の 下 の ひ とび と と も よば れ る)は 広 義 の 重 臣 と もみ な され る こと もあ るが
,王

と相 対 す る他 の(狭 い意 味 で の)重 臣 と は全 く性 格 が違 って い る。

 王 に相 対 してす わ る重 臣 た ち をbashi shina Nymと は っき り区別 す る と き に は

binaan nuimi Nymと 総称 す る。 これ ば直 訳 す れ ば王 の 男 の 母 た ち つ ま り王 の 母 方

図1 Bual'に おける席次 と発言順

 5)双 子 が 王 の もと に集 め られ る例 が,か つ て コ ンゴ王 国 に もあ った こ とは[RA.NDLES l961]に

 もふ れ られ て い る。
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の オ ジた ち を意 味 す る。bashi shina Nymとbinaan nuimi Nymの 違 い を それ ぞ れ

の カテ ゴ リー にふ くま れ る役 職 な どか ら見 て ゆ くこ とに しよ う6}。

 bashi shina Nymは1)後 宮 にか かわ る者,2)王 の食 事 にか か わ る者,3)王 の

奴隷(biet ba nymあ る い はbasho ba nymと よば れ る)に かか わ る者,4)そ の他,

の 四 つ に大 別 され る。

 1)後 宮 に か か わ る者

  Tataam:後 宮 つ ま り王 の 多 数 の妻 た ちの 監督,取 り締 ま り,後 宮 へ の ひ と び と

   の 出入 りを 見 張 る。 つ ね に 当代 の 王 に よ って 任 命 され たTataamと,前 代 の

   王 のTataamの2名 が 置か れ て い る。

  Pokibaan:Tataamと 同 じ役職 だ が,位 は さ が る。 か つ て は王 の妻 が病 気 を持

   つて い ない か,王 に先 立 って試 す役 割 で あ った と い う。

 2)王 の料 理 を 作 る者

  Bupok:王 の 料理 長

  Nshieg Mbuon:王 の料 理 係

  Tiesh batua:王 の 料 理係,と 同時 に 後 出のMyshuoshの 補佐 をす る。

  Ngeli Mulaam:王 の料 理 作 りの手 伝 い,王 の 水汲 み その他 の 雑 用 を す る。

 3)王 の奴 隷(王 宮 の う しろの 奴 隷 の居 住 区idiingに 住 む)を 監 督 す る者,た だ

  し上 の二 つの グル ー プよ り位 ば一慶 下 が る。

  Ki eng't:idiingの 長。 王 宮の 警 護 に あ た る。

  Ncey Iyo1:Kieng'tを 補 佐 す る。

  Nybiit idiing:idiing lこお け るNybiit

  Myshosh:batuaを 代 表 し,王 に要 望 を伝 え る役7)。

  Nbebit:王 の衣 装 を運 ぶ 役 。

 4)そ の他,こ れ は王 が 個人 的 に親 密 な 友 人(bakidi nym)と 認 め,王 自身 の 称 賛

6)王 権の意 味を王 とそれを とりま く廷臣のセ ット全体 か らみてゆ くとい う視 点 は,ホ カー ト

 [Ho〔7ART 1970]に よ って示 された ものである。 ここで はこのセ ッ トの中心 におかれた王の身

体 とその衣装 に注意をむ けてゆ く。

7)batuaと い うのは,ク バ=ブ ショング ・グループがサ ンクル川をわた って 現在地 にはい って

 くる以前か ら居住 していた採集狩猟民で全体に小柄 だともい うが,い まで はクバ との混血が進
んでいると思われる。いずれ にせよ このグループは一般 のクバ人 か らはやや低 くみ られてい る。

とどう じに,王 とは特別 に親密な関係を もち,王 の即位儀礼などには不可欠 の役割を与え られ

ている。batuaの そうした位 置を表 す ことわ ざとして次 の ものがある。 Mbeyia ntua mwencia

nshi bubaang・mbe nkidi yiek'di shwot・=batuaの 友人やbubaangの 友人がいるのだ った ら
,

別の友人を さが したほうがよい。batuaやbubaang(王 にヤ シ酒を献上す る義務 を負 った一 群

の村 の総称,batuaと おな じく王に近 くまた一般 のブシ ョングか らは低 く見 られて いる)は ,
友人 にしたつ もりで も,結 局われわれの秘密を王 に通報する信用のできない連中だ,と い う意味

である。
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  名(nkuon)の ひ と つ を与 え,し か も王 の 近 従す る こ とを認 め た者 で あ り,上 記

  1)2)3)の カ テ ゴ リー と は性 格 を異 に す る。 常 に王 の 側 に い るわ け で は な い。

 1)2)3)の 役 職 は王 の 身 近 に仕 え,文 字 通 り王 の生 理 的身 体 そ の もの に か か わ る点 が

共 通 して い る。 す な わ ち,王 の性 生活 にか か わ るdweengyの 女 た ち を監 督 す る1),

王 の 食生 活 を さ さえ る2),王 の衣 生 活 そ の他 にか かわ る3)で あ る。王 の 生 理 的身体 に

か か わ る活 動 は,王 に お い て 「隠 され た部 分 」 であ り,こ れ らの 役職 も塀 で 囲 わ れ た

王 宮 内で お こな わ れ る。

 4)の 「王 の 友」を べ つ に して,こ れ らの 役 職者 は,出 自の 点 で も王 権 その もの に む

す び つ い た奴 隷 の カ テ ゴ リー に属 す る とい う共通 性 を も って い る8)。 ここで 王 の 奴隷

と訳 すnget a Nym/biet ba Nymあ るい はnsho a Nym/basho ba Nymは お もに

王 に近従 す る者 と して王 族 の ク ラ ン(ilOOnCi matOOn)に と り こま れ その メ ンバ ー と

み な され た者 お よび そ の 子供 か らな って い る。 の ちに ふ れ る よ うに王 族 の ク ラ ンは,

王位 継 承 権 を もつ グル ー プ と,王 位 継 承 権 を 放棄 した グル ープ とに わか れ るが,さ ら

に第 三の グル ー プ と して 王 の隷 属 民が あ りmatoon manbi1と よば れ区 別 され て い る。

matoon manbilの 構 成 員 は19世 紀 末 まで お こなわ れ た 奴 隷 の 交易 で,お もに 南の 異

族 ル バ か ら購 入 さ れ た者 の ほ か,ク バ 王 国内 部 か らも供 給 され た。 村 に おい て常 習的

な盗 人 あ るい は妖 術者 とさ れ近 親 か らもて あ ま され たひ とび とは,近 親 者 に よ って王

に提 供 され,も と もと の ク ラ ン所 属 か ら除 外 され,王 族 ク ラ ンmatoonの 成 員 か つ王

宮 の奴 隷 と され たの であ る。matoon manbilの 子 と してbasho ba Nymの 地位 にあ

る者 には,matoon manbilで あ ったの が 父 なの か 母 な の か よ る違 いが 生 じて くる。

Tataam, Bupok, Nybiit idiing, Nbebitは いず れ も,父 がbasho ba Nymだ が 母

は い わば 一般 人 で あ り,そ の 意 味 で 所 属 す るク ラ ンの 点 で は,完 全 に 隷 属 民 の位 置に

あ るわ け で は な い。

 こ う して 王 の真 近 に王 と お な じ く重 臣 た ちに対 面 して す わ る の は,王 の 身体 にか か

わ る者 で あ る 。 かれ らは広 い 意 味 で の重 臣 と して,何 の位 も もた ない 一般 人 と は区 別

され る もの の,じ っさい に は王 の隷 属 民 と して む しろ低 く見 られ る。 一般 人 を 「無 徴 」

,の 存 在 といえ る とす れ ば,王 と隷 属 民(そ の一 部 は,盗 人 や 妖 術者 なの だ)と い う社

会 的序 列 か ら見 れ ば上 下 両 極 に 「有 徴 化」 され た 存 在 が,一 団 と な って 一般 人(Bashi

Bushoongと い う表 現 が これ に相 当す る)の 代 表 と して の 重 臣層 に対 置 され る と い う

こ と もで きる9》。 次 に王 の 母 方 の オ ジ と も よばれ る重 臣 た ち の構 成 を 見 る こ と に す

 8)と はいえコルネ[CORNET 1982]に よればNk�i Nymも 通常 は奴隷身分の者に与え られる

 タイ トルであ り,か つては他 の奴隷 とともに王の埋葬時 に王に殉死 し,王 の身体(死 体)と と

 もに葬 られ るべき者だ ったとい う。
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る10)。

 Bual'1に 席 を もつ 二 十 数 名 の 重 臣(こ れ以 外 に も多 数 の 役 職 が あ る。 別 表1参 照)

は,そ れ ぞ れ 細 分化 され た任 務 を 分担 してい る11)。 その タ イ トル ひ とつ ひ とつ に つ い

て の詳 細 は,別 表に ゆず り,こ こで は全 体 の 特徴 と して 注 目 され る点 を あげ,さ らに

い くつ か の タ イ トル を例 と して と りあげ るに と どめ よ う。

 重 臣 た ちbakolmは,王 の位 置を 軸 に左 右 二 つ の グル ー プ に わ かれ て着 座 す る。 そ

の うちで も,王 に対 面 す る よ うにす わ る6名 は,王 の 村 ン シ ェー ング に お け るそ れ ぞ

れの 役 職 を 反 映 す る位 置 を しめ る。 つ ま り王 か ら見 て 右(南 側)に は,Iyol, Mbeemy

(kombeemyの 長), Katieng(kombeemyの 女 た ちの 長),左(北 側)に はShesh,

Mbiengy(kombiengyの 長), Nbaan(kombiengyの 女 た ちの 長)で あ る 。 これ ら

の役 職 は そ れ ぞ れ ペ アを な し,右 の者 が左 の 者 よ り も上位 に あ る と さ れて い る。

 重 臣 は,図 に 示 した番 号 に従 って 発言 す る。 つ ま り王 か ら見 て左 の 手 前 か ら発言 し

(Mbiengyは 例 外)一 通 りお わ った と ころで 次 に右 側 手 前 に 移 り,最 後 に ン シ ェー

ングの住 民 を代 表す るMbiengyとMbemyが 発言 して終 るの で あ る。 重 臣 が王 に よ

つて 選任 され る者 と して 王 をサ ポー トし王 権 の 中 心 部 に参 加 して い る こ とは確 かで あ

0ると して も,い っぽ うで は逆 に王 国民を 代 表 して 王 を コン トロ ール す る役割 を期 待 さ

れ て い る こ と も ま た確 か で あ る。 この こ と は重 臣 層の 構 成 に も反 映 して い る。 す なわ

ちか れ らの う ちの い くつ か の 役職 は,王 族 ク ラ ン(iloonci matoon)以 外 の 「貴 族 」

ク ラ ンと も よべ る18の 主要 ク ラ ン(maloonci minbang't)の どれ か と結 びつ け られ,

か な らず そ の成 員 か ら選任 され る。 この18の 主要 ク ラ ンは クバ 王 国形 成伝 承 の なか で,

9)制 外者が王 に帰属 させ られる(王 族ク ランmatoonに 編入され る)こ とにつ いて,次 のこと

 わざ(nkuon)が よ く表現 している。

  Nym amwa iiyal, kambel'k iket・ﾘ王はごみ捨て場,何 が捨て られて も拒む ことはできない。

 (iiyal=ご み捨て場。 kambel'k〈abe1=拒 むの否定形)

  なおmatoon mabilと い う総称 のmabilはabil一 編入す る,ス テ イタスを 変え るという動

 詞か らきている。

10)Binaan nuimi Nym王 の母方のオジとい う呼称でよぶ理由 として,王 は原則 と して王族 クラ

 ンの男の うち最年長世代 の最年長者であり母方のオジを もつ はずがないのでBakolm重 臣がそ

 の役割を果たすのだという。つま り重臣 こそが現に王位 にある者 に優先 して本来 は王位 につ く

 べ き位置にあ る,も しくは王 に対する権威をもった位置にある というわ けである。
11)か つてはそれぞれの役職者が 自分の任務にかかわる問題について の裁判権をもっていたとい

 う。Bual'1は 最高審であ りまた役職間での係 争について審理 した という(Bual'1はIbaanci i
bual'』 王 のもとでの裁判 と して, Mabaanci mabo1=村 の裁判 と対比される)。 植民地行政の

 もとで裁判権の集中が強制 され,各 役職者の裁判権は実質を失 った。現在で も植民地時代 のか

 た ちをひきつ ぎ王の権威の もとで慣 習法による最高審 がTribunal coutumierと して ンシェー

 ングでひ らかれている。 これは先代 の王の息子(Muanym)を 裁判 長と してIpancil, Cikil, Iyol,
Kolmatな どの役職者2,3名 が もちまわ りで判事をつ とめている

。

  Bual'1の イメージは先代の王 の時代まで生 きていた理念的なかた ちであると考えておけばよ

 いだろ う。図1は,記 憶 に基いてインフォーマン トが再構成 した もので ある。
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王権 の 設 立 に 参 加 し王 国 の秩 序 の 維 持 を 条件 と してiloonci matoonに 王 の 座 を託 す

こと を認 めた,い わ ば クバ 王 国成 員 の アー ケ タ イ プ と み な され て い る も のだ か らで あ

る12)。

 これ らbinaan nuimi Nymの い くつ か を 例 と して,そ の役 割,王 との関 係 な ど を

見 る こ とに しよ う(番 号 は 図 と同)。 こ こで と りあ げ るの は そ の0部 に す ぎ な い(詳 し

くは 別 表1参 照)

 1)Cikil:こ の 役 職 は 必ず 王 と同 じiloonci matoonの メ ンバ ーが 選 ば れ る。 た だ

  しmatoonク ラ ンの うち王 を 出 した分 肢 か ら遠 くな り,王 位 継 承 権 を放 棄 した グ

  ル ー プ の成 員で あ る。 王 はbual'1召 集 の 前 夜,王 宮 内 にcikilを 招 き入 れ話 し

  合 わ れ る 問題 を説 明 し意見 を求 め る。 こ う してCikilを 通 じて 王 はbakolrnの 意

  向 を あ らか じめ勘 案 して お くわ けで あ る。

 2)Ipancil:会 議 の 場 で,ほ かの 者 に は言 い に くい こと もず ば ず ば と言 う の が 役

  割 。minbang'tの ひ とつ で あ るiloonci Ishoodyの 者 が この 役職 につ く・

 5)Nymibatudy:鍛 治師(batudy)の 長 。 選 任 され るた め の資 格 は,鍛 治仕 事 が

  うま い こ と とい う以 外 に はな い。

 8)Nkamu mu Ncenci:こ の 名 称 はakam(制 止す る,お しとど め る)か ら くる

  とい う。Ncenciは 雷 。 雷 はす な わ ち王 の こと を さ す。 この 役職 は本 来 二 人 で,

  bual'1の お こな わ れ る時,広 場(ibaabci)に 王 が 現 れ るの を 王 宮 出 口で 待 ち うけ,

  左 右 に つ き数 歩 進 ん で は,右 手 を あ げ,マ,マ,マ,と 言 い な が ら王 を 制 し自分

  は何 歩 か 進 み,再 び 王 も進ん だ と ころで ま た 制す る とい うこ とを何 度 か くりか え

  す。 雷 にた とえ られ る威 力 に満 ち た王 が ひ とび との前 に現 れ る とい う危 険 で 異 例

  の で きご と をア ピール す る役 職 と もい え よ う。

15)Muadidi:こ の 役 職 に つ くの は,生 存 す る王 の 息 子 で最 年 長 の もの であ る(し

  た が って 普 通 は,先 先 代 あ るい は先 代 の 王 の 息 子 とな る)。 王 の 息 子(baan ba

  Nym)の あ いだ で係 争 が生 じた 時 に調 停 と解 決 に あ た る・ ま た 王権 の歴 史 に か

  か わ る口頭 伝 承 を 保 持 す るの もそ の役 目で あ る。

 16)Kikam bushoong:bakolmが 王 に対 して 批 判 あ るい は注 文 を つ け た い と い う

12)と りわ け後 出のKikam bushoongの よ うな 役 職 に そ れ が表 れ て い る。 また こ こで は と りあ

 げ な い が も うひ とつ 重要 な 王権 の チ ェ ック機 関 と してKikam banguomと い う役 職者 を 長 と し

 て18のMinbang'tク ラ ンか ら選 ばれ た メ ンバ ー(Banguomと よ ばれ る)だ けか らな るNguom

 Nciamと い う会議 があ る。 Kikam banguomは 王 の 死 後 の空 位 期 間,王 権 を護 持 す る者 で あ り,

 ま た 新 しい王 はIbaamと よば れ るNguom Nciamの 秘 密会 でBanguomの 承 認 を う けな け れ

 ばな らな い 。Kikam banguomは 死 ん だ前 王 の 子 で あ る の がふ つ うで そ の た め い っそ う新 王 へ

 の チ ェ ック は厳 しくな る 。Banguomも 役 職 者 で は あ る がBual'1に 参加 す るBakolmを かね る

 こ と はな く,王 の 主 催 す る会 議 に は参 加 しな い 。Minbang'tク ラ ンの リス トは渡 辺,1987参 照 。
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  意 見 の0致 を見 た 時,こ の 役職 者 の イニ シア テ ィヴ の もとでishaam'1と よ ばれ

  る特 別 の 非公 開の 会 議 が お こな われ る。 こ こで はMuyesh(双 子)に よる仲 介 も

  お こ なわ れ ずKikam bushoongを 筆 頭 に,王 へ の 直言 が な され る。 この役 職 は

  (先 代 の)王 の 息 子 で しか も,minbang'tク ラ ンに属 す る者 で な けれ ば な らな い。

 ユ8)Nym a niet:文 字 通 りに は 「水牛 」 の 主 の意 味 。 王 国 内 で水 牛 が 仕 留 め られ た

  と き,そ の 肉 お よび角 を この 重 臣 を 通 じて王 に さ しだ さな け れ ば な らない 。 王 の

  息 子 が任 命 され る。

 王 は,こ う した重 臣 た ちの視 線 の焦 点 に あ って か れ ら と対 面 す る。王 の 背 後 に は,

文 字 通 り王 の 身 体 を維 持 す る近 臣 が ひか え る。 この 二群 の ひ とび との 拮抗 す る空 間 と

して,ク バ 王権 が成 立 して い る。 重 臣 グ ル ー プ はMbeemyとMbiengyの 対比 に象

徴 され る 「右 左」 の 区分(Mbeemyの 側 の重 臣bakolm ilombeemyとMbiengyの

側 の重 臣bakolm ikombiengy)に 加え て 村 の 「上 」 の 有 位者(有 位 者 は鳥 の羽 を さ

すshalと い う語 で 表 され る。 後 出。)と よば れ るIyol, Shesh, Kolmat, Nkam mu

ncenci, Nybiitと,そ れ以 外 の重 臣 とい う区 分 に よ って も分 節 さ れ て い る。 二i群の 重

臣 を 区分 す る線 と,左 右 を 区分 す る線,ほ ぼ その 交 点 に あ って 視 線 を集 め る王 の 身体 。

王権 の 基 本 的 な構 成 を そ の よ うに い う こ とが で きるだ ろ う。 た だ そ の細 部 に は よ り微

細 な さま ざ ま なバ ラ ンス装 置 が組 み込 ま れ て い て,中 心 と して の 王 の存 在 に よ って 極

性 を も った社 会空 間 が 成 り立 つ と ど うじに,そ の 部分 部 分 に限 定 され た 力 の微 均 衡 を

つ くりだ して い る と もい え る。

3.0産 み 出 す王 の身 体

 力の均衡には,視 線の焦点にあって可視的な身体でなく,も うひとつの隠された王

の身体が大きな意味をもって くる。 「生殖 し,子 をうむ」ものとしての王の身体の側

面である。

 王の 「産出力」ともいうべきものがクバ王国の観念世界でもたいへん大 きな意味を

もった形象であることは,人 目か ら隠されることでいっそう目立たずにはいない,後

宮(dweengy)の 存在からもうかがえる。 王への女性の集中という事態を,王 権の構

成の基本にかかわる,王 権の一般論につながるレベルで考えるための枠組みは,ま だ

十分には検討されていないのではないか。そこには多産と豊饒の象徴としての 「神聖

王」といった象徴人類学の視点からだけではあきらかに しえない問題が含まれている

ように思われる。       1
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 た とえ ば,多 くの女 を集 中す る王 の 「婚 姻 」 は,一 般 の者 の 「婚 姻 」 と どの よ うに

対 比 され るの か 。 王 に与 え られ た女 は,ど の よ うな関 係 の媒 介 者 と な るの か 。 つ ま り

王 の 「婚 姻 」 は その 社会 で ど の よ うな形 象 と しての 意 味 を も って い るの か。

 あ るい は,王 の も とに 多 くの 女 が集 中 され る こ とに よ って,そ の 社 会全 体 の人 的再

生 産 の構 造 と い うべ き もの に ど の よ うなバ イ アス がか か るの か,あ るい は か か らない

の か。 王 に は と びぬ け て 多 くの 子女 が で き る こ とが期 待 され るが,か れ らは そ の社 会

で どの よ うな 分節 線 を 描 き 出 して ゆ くの か13)。

 こ こで は王 の子 弟 と地 位 との 関係 か ら,王 権 の構 成 と 「産 み 出 す 王 の 身 体」 と の か

かわ りの い くつ か の側 面 を み る こ とに しよ う。

 重 臣 の い くつ か の地 位 は,王 の 親 族(王 の 子,孫)か ら選 ばれ た者 に あ た え られ る

(上記 の15),16),18))。 こ う してbashi shina Nymとbinaam nuimi Nym,王 族

ク ラ ンと主要 ク ラ ンお よ び その 他 の ク ラ ンな どの 対 比,そ の さ ま ざ まな 分 節 と交 叉 し

て さ らに王 の 子 女 とそれ 以 外 の者 の 対 比,王 の子 女 内 部 で の現 王 と先 代 あ る い は先先

代 の王 の 子 女 の 対 比,王 の 「本 当の 」 子(王 の大 きな子Muan Nym munenと よば

れ る。Muan Nym munenの 子 は,王 の 「本 当 の」孫Nkaan Nym munenと よば

れ る)と 「本 当 で な い」 子(た ん に王 の 子Muan Nymと よば れ る。 その 子 は,た だ

の王 の孫Nkaan Nym)の 対 比 が 生 じて くる。 王 の傍 らに は,王 の 近 臣bashi shina

Nymに くわ え て 王 の 子baan ba Nymが ひ か え る。 と りわ け 王 が ま だ若 く,し か も

重 臣層 の世 代 交 替 が 進ん で い な い場 合 に は,王 の傍 らの ま だ幼 い現 王 の 子 と,重 臣 で

あ る先 代 も し くは先 先代 の 王 の 子 とが,会 議bual'1の 場で 対 峙 す るの で あ る。

 王 と主 要 ク ラ ンとの 力 関係 の変 化 と して クバ王 権 の 歴 史 を見 る と き,重 臣 の役 職 を

ふ や しそ れ を王 の 子 女 に配 分 す る ことが,王 に と って 主要 ク ラ ンの 発言 権 を お さえ こ

み 王 の権i威を ま す 大 きな手 段 で あ っ た とい わ れ る14}。 じっ さ い,と きに は王 は 恣意 的

に重 臣 の タ イ トル をふ や し,主 要 ク ラ ンの 相 対 的勢 力 を そ ご う と した,そ の た めに重

臣 の タ イ トル は常 にイ ン フ レ傾向 に あ り,名 目の みの もの も多 く,ま た 空位 に な った

ま ま 忘 れ られ て ゆ くもの さえ あ る。 とは い え母 系 に よ って王 位 が 継 承 され る クバ 王 国

で は,期 待 され る王 の 権 威 の 増大 とい う効 果 は さ ほ どすん な り と実 現 され るわ けで も

な い。 なぜ な ら王の 代 が か わ れ ば 王 の子 であ る重 臣 は,む しろ先 代 の 王 の精 神 的 継承

者 と して新 しい王 の権 威 を チ ェ ック す る役 割 を演 じる こ とに な るか らで あ る15)。

 タ イ トル の 増 減 と消 長 とい う歴 史 的 な 背 景 は さて お き,現 在 知 られ 多重 臣 の うちで

13)こ の よ うな 問 題 につ いて は 別 に考 え る予定 で あ る。 そ の一 部 は[渡 辺 1989b]参 照。

14)と りわ け[VANslNA l978:136]参 照 。

15)そ の よ うな はた らき を集 中 して体 現 す るの がKikam banguomで あ る 。脚 注12)を 参 照 。
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図2 王の村 を代表するタイ トルに選ばれ る資格 のあ る者

王 の子 あ るい は孫 の みが 選 任 され る とされ るタ イ トル は 確 か に少 な くな い 。た とえ ば

Mbeemy, Mbiengy, Katieng, Nbaanと い う王 の村 を代 表 す る男 女 の タ イ トル は上

図の ように,王 の子 お よび 孫 か らだ け選任 さ れ る。 こ こでMuanymと よばれ るの

は,王 を父(Taat)と よぶ こ との で き る者 であ り,互 隔 世 代 の王(Nymi)と 王 の孫

(Nkaannym)の 同 一視 に よ ってNkaanymの 子 ま で を ふ くん で い る。 役職 をあ た え

られ る資 格 と して の王 か らの 血 縁 が た ど られ るの は,こ の三 代 め まで で あ る と考 え ら

れ る。 王 の娘 につ いて は孫 の 代 まで とな って い る。

 これ ら以 外 の タ イ トル で,王 の子 あ る い は孫 で あ る とい う条 件 が い る もの に つ いて

は 表 を参 照 され た い。

 と ころで 王 の 後商 と い うス テ イ タ ス は,ほ ん らい人 目か らは隔 離 され た 「産 み 出す

者 」 と して の王 に か かわ るの で あ り,そ こに は虚 構 が は い りこむ 余 地 が あ る。 だ れ で

もが 知 って い な が ら,言 明 され な い ことで 維 持 され る共 犯 関 係 が この ス テ イ タス を保

って い る とい う こと もで き よ う。 それ は王 の 子 内 部 で のMuanym munen(王 の 本 当

の子)とMuanymと の 区別 で あ る。 王 は 後宮 に多 くの 妻 を 囲 い込 ん で い る。 そ の 数

は先 代 の 王Nbopey Mabinci Manbekyで は500人(う ち先先 代 の 王 か ら うけ つ がれ

た妻 約300)と い う。 こ う した 王 の 法外 な数 の 妻,王 の 通 常 を超 え た 「婚 姻 」の 形 象

を もつ意 味 を さ ぐる試 み は別 の機 会 に ゆず り,こ こで は この 二種 の王 の 子 の 区別 に簡

単 に ふれ て お きた い。

 数 多 くの 王 の 妻 の うち,半 数 近 くは先 代 の王 か ら うけつ が れ,し たが って その 多 く

は通 常す で に 出産 力 を う しな っ た女 性 で あ る とい う。 しか しか つ て は新 しい 王 は,あ

らた めて 原 則 と して 王 国の 各 ク ランか ら若 い女 性 を1名 ず つ さ し だ さ れ た16》。 そ の

う ち王 が本 当 に性 的 半 侶 と す る もの は,ご く限 られ た数 に す ぎな い。 王 の 寵 愛を うけ

16)歴 史的にはまずMinbang'tの18の ク ランが女 を献上 した という。[VANslNA l 978:54]を

 参照。王 のもとへ の女性の 「集 中」につ いては[渡 辺 1989b]参 照。
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られない女性は,王 宮外から男をみちびきいれ満されぬ思いを何とか癒そうという。

そこでは王を裏切 った者 という汚名だけでなくさらには死が賭けられる。この王の妻

の姦通が発覚 したときには男女ともに秘密裡に処分される(そ れはだれもが知ってい

るいわゆる公然の秘密ではある)。 しかしそうして生まれた子は,王 の子として育て

られるのである。その子が本当は王以外のどの男の子供であるのか,知 らない者はい

ない。だがそれを口にだして言明する者はいない。Muanym munenと 区別された,

ただのMuanymの 「本当の」父を名ざすことは,本 人だけでなく王に対する侮辱

ともなるからである17)。さらにいえば,王 権をささえる重要な役職をになう数多 くの

「王の子たち」が じつは王の権威 とは無関係な,た だの人(muot bukal文 字通り,

何でもない男の意)の 子供であると言明することは,王 権をなりたたせている複合的

なバ ランス装置の支点にあるフィクションをフィ「クションとして名指し,そ うするこ

とで王権社会というゲームを終わらせてしま うことにほかならないのである。

4.衣 装 の作法 と文法

 中心にいる王に視線を集める重臣たちと,王 の身体をささえながらかれらに対面す

ち近臣たち,隠 された王の性的身体から生まれる王の子と先王の子たち,王 の義理の

父の地位にありながら王の母方のオジとよばれる重臣たち,社 会の頂点と底点の両方

をふ くんで一般人に対比される王族クラン,こ うしたさまざまな対称性をもった関係

が,王 の存在の周囲で交叉 しあうことによってクバの王権がなりたっている。こうし

た極性をおびた関係の網の目のなかで,「 地位」をもち 「判断力」をそなえたクバ人

は自分を位置づけている。逆にこうした関係の網の目によって自己のアイデンティフ

ィケーションをおこなうというゲームに人をとりこむことが,ク バ王権ひいては国家

というものの成立そのものにほかならない。なぜならそこで人ははじめて,王 の身体

という基準点との距離によって自分の 「地位」を見定め,言 ってはならぬことを区別

する 「判断力」をもつことつまり社会的主体であることを強いられるのだから。

 この自己同定のゲームのもっとも強力な物的装置が,ク バ王国における衣装である。

衣装はまず何よりも区別のための装 置としてあり,ク バ社 会における区別の主要な

二つの分節線である,王 の周囲に配置されたさまざまな役職のカテゴリーの区別と,

王との親族関係による区別にかかわって くるOこ れら二種の社会的カテゴリーの区別

17)munenと いう語は 「大きい」の意。これを 「本当の」と訳すのは意訳である。「最愛の」と

 でもいうのが適当かもしれない。 いずれにせよ 「本当の父」をすなわち 「生物学的な父」(い
 わゆるジェニター)に 重ねて考えすぎないほうがよいだろう。

252



渡辺 王の隠された身体

の系列と,目 に見える衣装の構成要素とをむすびつけることによって衣装の体系がな

りたつ。示差的な衣装の構成要素はいちおう二つの面にわけることができる。すなわ

ち,使 用される自然の素材の系列と,ラ フィア製の布の加工法をふ くむ技術の系列 と

である。

 示差的記号の素材 としてめだって活用されるものに,冠 りものに使われるさまざま

な種の鳥の羽がある。またかつて貨幣として流通 していた宝貝を使えるか使えないか,

一定の獣皮を使えるかどうかなどが定められる。技術の系列 として,帯 や裳布を飾る

刺繍の技法および図案のモチーフなどがある。こうした細部にたちいる前にまず,衣

装の目を惹 く部分がどのように構成されているかを見ておくことに しよう。ここでと

りあげるのは社会的自己同定が何よりも問題となる男の正装の衣装である。それは身

体の上から下へとほぼ次のようなパーツからなっている。

 1)頭 部(頭:ncuey)

   冠りもの:laketと 総称される。 ラフィアの繊維を編んで作るものが もっとも

    一般的で日常にも用いられる。円錐状あるいは円筒状の編んだものを台地と

    して鳥の羽で飾り役職を表すことが多い。獣皮製の冠 りものもある。

   鉢巻 き:nbup mu bosh

 2) 胸音β (胸:latol)

   胸(首)飾 り:buoy bu paang 白い山羊の毛を用いたもの,豹 の歯を用いた

    ものなど。

 3)腰 部(腰:lakoon,尻:ishok)

   巾の広い帯:iyeemy

   裳布:mapel衣 装の本体というべき布。

   前垂れ:mbuemy獣 皮装で裏にポケットがある。

   尻当て:1yet

 4)足(lakol)

   足輪:shaang

 1)～4)の 各部分からなるセットを衣装における 「統辞」 (サンタグム)の 連鎖と

よべるなら,各 部分ごとに用意された,さ まざまな素材と技法によって作 りだされる

ヴァリエーションを衣装の 「連辞」 (パラディグム)と よぶことができる。クバの伝

統によって用意された連辞のそれぞれの品目について,使 用および組み合わせの禁止,

指定,許 容などのルールがありこれをクバにおける 「衣装の文法」とよべるだろう。

この文法に したがって着用された衣装のセットを比喩的に 「衣装のエノンセ(言 表)」
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とい う こ と もで きる。 この 言 表 に よ って 意 味 され る もの こそ クバ の 王権 に よって 分 節

化 され た 社 会空 間 と そ こに生 きる それ ぞ れ の 主 体 に ほ か な ら ない18》。

 さ きに あ げ た二 つ の 主 要 な 社 会 的 分節 線 の う ち,役 職 の タ イ トル(sba1)の 表示 は と

りわ け頭 部 に集 中 し,鳥 の 羽(shal)(用 い られ るの は尾 羽 で あ る こ とが 多 い)に よ っ

て マ ー ク され る。 鳥 の種 とそ の 用法 の あ らま しは次 の 通 りで あ る(下 線 は クバ語 の 呼

称,学 名 は[SERLE and MoR肌 1979]に 拠 って クバ 人 と と も に比 定 した が確 定 し

て は い な い)。

 1)サ イ チ ョ ウ(Ngat:Calao. a joues grises:」 動6癬 ∫'65∫めり伽47蜘 ∫):双 子

   (Muyesh),王 の 奴 隷 の うちMyshoshが これ を つ け る。

 2)フ ク ロ ウ(lshuk'1:Hulottc Africaine:Ciccaba z�odfordi):特1こ こ とわ らな

   い限 りbashi shina Nymお よびbinaan nuimi Nymの 大 部 分 の タ イ トル が

   これで 表示 され る。

 3)ホ ロホ ロ チ ョウ(Kaang'1:Pintade commune;Numida meleagris):Mbcemy

   お よ びMbiengyが そ の冠 りもの に つ け る。

 4)ワ シあ る い はハ ヤ ブ サ?(サ バ ンナ に棲 むNkidi bushepyと 森 に棲 むNkidi

   mu Puongが あ る:Circa鑼e brun:Circaetus cinereus?):bashi shina Nymの う

   ち,Pokibaanお よびNshieg Mbuon, binaan nuimi Nymの う ちIpaan-

   cil Nymishoong, Nyang(そ れ ぞ れ 図1の2,3,13)が つ け る。 な お これ ら

   三 つ の タ イ トル は,ikashと よば れ る獣 皮 製 の冠 りもの(獣 の 種 は問わ な い 。

   10×30cmほ どの 扁 平 な 皮 を 後頭 部 か ら 頭頂 へ と乗 せ て 側 頭 部 に あ た る紐 で

   掛 け とめ る)が か れ らだ けに 許 され る と い う こ とに よ って も他 の役 職 者 か ら区

   別 され て い る。

 5)オ ウ ム(ヨ ウム)(Kosh:Jacko:Psittacus erithacus):オ ウム の尾 羽 は王 と同

   じク ラ ンで あ るciki1だ けが 冠 り もの に つ け る。 しか し,し ば しば王 と重 臣 た

   ち は,軽 々 し く口を ひ らか な い,「 口外 して は な らな い こ とを しゃべ らな い 」

   こ との しる し と して オ ウ ムの 朱 色 の尾 羽 を唇 に くわ え る。 ひ と まね を して よ く

   しゃべ るオ ウムpul atuot(よ く しゃべ る鳥 と よば れ る)が 寡 黙 で あ る こ との

   しる しに な るの は少 し奇 妙 だ が,ク バ の ひ とび と はオ ウムが 「話 す」 の を 頭 の

   よ さの 表 れ と して い る(オ ウ ムはpul buany利 口な鳥 と もよば れ る)。

 6)ワ シ(Puong:Circaete Jean-Le-Blanc:Circﾘtus gallius?):ワ シは鳥 の 王 とみ

18)社 会的分節 と衣装のかかわ りにつ いては,古 典的なポガ トイ リョフの論文[1981]が あ る。

 また 日本の古代王朝における衣装の制度につ いて,た いへん刺激的な武 田氏の著 作[1984]が

 ある。 アフ リカの王権における衣装 については[川 田 1976,1979,1981]が 参考 となる。
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   な され ま ず 王 の しる しとな る。 王 以 外 の タ イ トル で ワ シの 羽 が指 定 され るの は,

   戦 士 の長 と して 王 の村 ンシ ェー ングで 入 口 を守 り,王 宮 とは 対極 の 位 置 に い る

   とも いわ れ るIyolとShesh(図1の21,12)(Iyolの 補 佐 で あ るNcey Iyolも

   お な じ),そ して王 に 対 して王 国 の 住 民 を 代 表す る立 場 に も立 ち うるKikam

   Bushoong(図1の16)こ れ ら三者 で あ る。 IyolとSheshは 先 が三 叉 あ るい

   は 四叉 にわ か れ 管状 にな った 鉄製 箸 に ワ シの 尾 羽 根 を 刺 して(mingaanCy mi

   puongと よぶ)冠 りもの に通 し, Kikam Bushoongは 天 辺 に ワ シの 羽 の 束

   (ibeky puong)を つ け た冠 りもの(Kokok matuongと よば れ る)を か ぶ る と

   い うよ うに両 者 の 用 法 は異 な って い る 。 つ ま りお な じ素 材 が 技 術 の違 いに よ っ

   て 二 種 の連 辞 に分 化 して い る と もい え る 。 ま た王 に よ って認 知 され た地 方 首 長

   も ワ シの羽 を つ け る。

    ワ シの 羽 を使 った冠 り もの の ひ とつ にMput mu puongと よば れ る ものが

   あ る。 これ は ラフ ィア繊 維 で 半 球 状 に編 ん だ 台 地 に ワ シの 羽 と他 の 鳥の 羽 をま

   ぜ て 植 え た もの で,文 字 通 りに せ の(mput=う そ)ワ シの冠 り もの と して だれ

   がつ けて も よい 。本 来 王 お よび王 に比 せ られ る者 以外 に は許 され ない ワ シの 羽

   の 使 用 を 「遊 び」 と して許 容 す る とい うわ けで あ る。 こ う して本 来 許 され な い

   破 格 を 「遊 び」 と してい い ぬ け る ため の 衣 装 の作 法 は さま ざ ま に工 夫 され て い

   る。

 1)～6)の 鳥 以 外 に も装 飾 の た め に使 わ れ る種 は い くつ かあ る。 タ イ トル の 区別 と

は む す びつ か な い 種 と して次 の 三 つ を あ げて お こ う。

 7)テ ンニ ンチ ョウ?(matambienciあ るい はbuobuo:玲 π061)ominicaine:Vidua

   macroura?)雄 の 長 い尾 に 白 と黒 があ りこれ を 装 飾 に 使 う。

 8)コ サ ギ(Nyeny:Aigrette Garzette:Egretta garzetta}:ス テ イ タ ス を問 わ ず 使 わ

   れ るKuona nyenyと い う冠 りもの を 作 るの に用 い られ る。

 9) ヨタ カ?(ibolbol:Engoulevent. a longue queue:Caprimulgus climacurus ?):

   乾期 に は尾 が 長 いの で これ を 羽飾 りと して 用 い る。

 冠 り もの に色 と りど りの 羽 を開 いた 房 の よ うに植 え こん で 飾 り会 議 に 集 ま る重 臣 た

ちは,さ な が ら鳥 た ちの 会 議の よ うで もあ る。 タ イ トル を マ ー クす る種 の あ いだ に は,

Puong>Kosh>Nkidi>Kaang'1>Ishuk'1>Ngatと い う序 列(Ngol muang)が い

くぷ ん か 意識 さ れて い る。 た だ それ は も う少 し正 確 に い え ば二 つず つ を 対 に し て,

Puong≧Kosh>Nkidi≧Kaang'1>lshuk'1≧Ngatと い う関 係 だ とす る説 明 もあ る。

いず れ に せ よshal(羽 一 タ イ トル)を も つ者 は もた ない とは っ き りと対 比 され る。 社
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会 的地位 を冠 り もの に よ って 表示 す る こ と は,ク バ王 国に か ぎ らず 周 辺 の 首 長 制 社 会

(サ ンクル 川 の 対岸 に住 む ンデ ンゲ セ族,よ り西方 の クバ の故 地 に近 い と も思わ れ る

モ ン ゴ系 の グル ープ,さ らに はペ ンデ族,コ ンゴ諸 族 な ど)で も共 通 で あ る。 と はい

えそ の た あに 鳥 の 羽 を 体 系 的 に 利 用 す る ことは ア フ リカ 中央 部 の バ ン ツー系 諸 社 会 で

は ほか に例 を聞 か ない 。 クバ に おけ る鳥 の 羽 が,地 位 の 識別 以 上 の,王 権 の コスモ

ロ ジ ーに もか かわ る象 徴 的意 味 を もつ もの か ど うか 知 る こ と は これ か らの 課 題 で はあ

る19)。

 鳥 の 羽以 外 の 冠 り もの の パ ー ッを ふ くめ,他 の衣 装 の構 成 要 素 は と りわ け王 との 親

族 関係 に よ って 使 用 の ル ール が 定 め られ る とい え る。 王 と の関 係 を 表 す 名称 は以 下 の

通 りで あ る。

 1)Nymi:王 本 人

 2)Inemy(lnaan a Nymの 略):王 の母,こ の 単 数 形 の場 合 に は王 の 実母 を さす 。

 3)Binemy(Binaan ba Nymの 略):王 の母 た ち,複 数 形で 王 族 ク ラ ン(iloonci

   matoon)の 王 の 実 母 と 同世 代 の女 性 を さす 。

 4)Paanganym/Paanganym 王 の 姉 妹 。

 5)Ishaanym(Ishaan a Nymの 略)/Bishaan ba nym:王 の父 。 王 の 実 父(た だ

   し王 の 実父 は 「まず 例 外 な く」王 の 即 位 の とき に はす で に死 亡 して い る とい う)

   お よび 王 の母 た ちの 夫 た ち。

 6)Ncey nym/Ncey nym:王 の妻 の 兄 弟 。

 7)Buemy:王 の第0後 継 者(親 族 関係 の うえで は,原 則 的 に 王 の 同母 弟 あ るい は

   王 の母 方 の オ イ で あ る。)

 8)Muanym munen/Baan ba nym banen :す で にふ れ た 王 の 「本 当の 」 子 。

 9)Muanym/Baan ba nym:王 の 子 。

 9')Muan a nkaanym:王 の孫 の 子 。 これ はMuanymと もよば れ る。

 10)Nkaanym munen/Bakaan ba nym banen:王 の 「本 当の 」 子 の 子 。

 11)Nkaanym/Bakaan ba nym:王 の孫 。

 12)Mwam'sh yook piem:王 の 第一 夫 人 。

 13)Mwam'sh munen/Baam'sh banen :王 の 第 一夫 人 以 外 の 「本 当 の」 妻 。

 14)Nkidi Nym/Bakidi ba Nym:王 の 友人 。

 15)Nkidi a Inemy/Bakidi binemy:王 の 実母 の友 人 。

19)民 族技術と衣装,王 権 と衣装の シンボ リズムとい った問題提起はあま りされて こなか ったそ

 うであ る([FEELEY-HARNIK l 985]の 指摘。またそ こでと りあげ られた[KuPER 1973a,1973b

 を参照)。

256



渡辺 王の隠された身体

16)Kum a puong:(こ れ は王 の 親 族 で は な い が)ク バ 王 国 内 で 王 に 臣従 す るブ シ

   ョ ング以 外 の エ ス ニ ック ・グル ー プの首 長(Kumは 首長 の総 称)。 ワ シの 羽

   (shal a puong)を つ け る こ とを 許 され て い る。

17)Inaan a kum:Kum a puongの 母 。

 この よ うな カ テ ゴ リー ご と に,ど の よ うな衣 装 の 部分 が 指 定 され 組 み合 わ され るか

につ いて は別 表2に ゆ ず り,こ こで は注 目す べ き点 を い くつ か あ げ て お こ う。

 まず,素 材 につ いて は も と もと は ポル トガル 商人 に よ って 中央 ア フ リカ に も もた ら

さ れた ら しい宝 貝(paash/paash),ビ0ズ 玉(diish/miish)(白,黒,赤,青 ・ 黄 な ど

が あ る が と りわ け 白 と黒 との コ ン トラス トが好 ま れ る)の 使 用 が 一 定 の ひ とび と に限

られ,と りわ け王 の 衣 装 で は そ れ が ふ ん だん に も ちい られ る こ と。piemiと よ ばれ る

おそ ら く海 産 の巻 貝 も使 用 で き る者 が 限 られ る。 交 易 に よ って外 か らは い って き た も

の が貴 重 品 と して 限 られた 人 だ け に 許 され る例 と して は ブ ラ ンケ ッ トの 生地(と りわ

け赤 い もの)が 裳 布 の素 材 と して 高 く評 価 さ れ る とい う こ と もあ る。 素 材 と して獣 皮

が 用 い られ る部 分 につ いて は,ヒ ョ ウの皮,ngon'1(キ リ ンに似 た獣 とい うが 何 か は

不 明)の 皮 の使 用 が 限 られ る。 と りわ け ヒ ョウの 皮 は王 の み に 用 い られ る。 ヒ ョ ウの

歯 で 作 られ た首 飾 り も使 用で き る人 は強 く制 限 さ れて い る。

 技 術 お よび モ テ ー フにつ いて は特 殊 な 形 の冠 り もの を使 う こ と,宝 貝 と ビーズ を 並

べ て 作 る一 定 の パ タ ー ンを 使 う こと,と りわ け二 つ の楕 円を交 叉 させ た形 も し くは一

筆 書 きの組 み紐 文 のimbol/mambolと よば れ るモ チ ー フ を0本 の帯 に五 つ 使 う こ と

の制 限 な どが 目立つ 。 男 女 の裳 布 は ラ フ ィア繊 維 製 品 と して も も っ と も完 成 され た ク

バの 工 芸 品 で あ り簡 略 に あ つ か う こと はで きな い が,二 つ の 点だ けに ふ れ て お こ う。

裳 布 に おい て ひ と び との注 意 は と りわ け上下 の 縁 の 部 分 と 中央 の 広 い面 の 部分 とに 惹

きつ け られ る。縁 の 部分 に つ い て は,例 え ば正 方 形 を 三 段な い し四 段 な らべ た市 松 文

様 は,王 とそ の近 親 だ けに 許 され る。一 般 の 者 は長 方形 を な らべ た市 松文 様で な けれ

ば な らない の で あ る(し か し,し ば しば 限 り無 く正 方 形 に近 い市 松 文 様 を作 りな が ら

王 か らの非 難 を か わ そ うと工夫 す る者 が い る とい う。 す で にふ れ たmput mu puong

と通 じる話 で あ る。)。中央 の 面 に 幾 何 学 的 な モ チ ー フを描 く技法 と して,一 部 分糸 を

抜 い て透 か しの 文 様 に す る技 術 が あ るが,こ れ も王 とそ の近 親 の に み 許 され る20)。

 最 後 に も うひ とつ 注 目すべ き点 と して,生 きて い るあ い だ は使 用 が禁 じられ て い る

衣 装 あ るい は冠 り もの が,埋 葬 に際 して許 され る とい う ことが あ る。 ひ と び と は死 後

20)男 女の衣装 はクバの染織技術の産物 と して もっとも興 味深い ものだが,こ こで は詳細には立

 ち入 らない。別 に論 じるべ きだ ろう。
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埋葬に先立って一定の日数のあいだ盛装をつけられ小屋掛けの下に安置され弔問をう

ける。その盛装がいわば格上げされるわけである。この ことはクバにおける衣装のも

うひとつのきわめておおきな意味にかかわって くる。すなわち社会的アイデンティテ

ィ0の 表示がもっとも完成された死装束ともなるという点である21)。

5.王 の隠 され た身体

 一 定 の 素材,一 定 の 技 法 が も っぱ ら王 お よび 王 に近 い者 に制 限 さ れ る こ とで,ク バ

の 衣 装 体 系 の な かで と りわ け強 く しる しづ け られ た一 群 の衣 装 が で きあ が る。 そ の な

か で も王 の衣 装 が頂 点 を 作 り,他 の衣 装 は い くつ か の 要素 がマ イ ナス され禁 じら れ た

もの と して グ レー ドづ け られ て ゆ くと もい え よ う。 その も っ と も下 の 位 置 に,ひ とび

とが 日常 身 に つ け る カ ム ウ ッ ドで 赤 く染 め た だ け で何 の 装 飾 もな い裳 布(男 の も の は

mapel bukal一 た だ のmapel,女 の もの はmpap'1 bukal一 た だ のmpap'1)が あ る。

技 法 の 視 点 か らは む しろ逆 に い うの が よ り正 確 で あ ろ う。 す なわ ち,も と も と何 の し

る しも帯 び て い な い プ レー ンな衣 装 に,外 か ら取 り入 れ られ あ るい は クバ 国 内 で 工 夫

さ れ開 発 され た さま ざ ま な技 法 と素 材 が 次 々に 付 加 さ れ る ことで,有 徴 化 され た 衣 装

が押 しあ げ られ よ り高 くグ レー ドづ け られ て い った 。 その グ レー ドは その つ ど王 を 中

心 と した クバ 王 権 体 系 に お け る グ レー ドと関 係 づ け られ て い った 。 そ の意 味 で クバ 王

権 の 形成 史 の 基 底 に ラ フ ィア繊 維 染 織 の 技 術 史 が あ る とい って も おそ ら くい いす ぎで

は な い だ ろ う。 ラフ ィア繊 維 の 織 りの 技 術 の 導 入 そ の もの が,ク バ 王権 の 「中興 の祖 」

と もよべ そ うなShaam a Mbul a Ngoong王 の功 績 とされ て い る こと 自体,そ の 伝 承

が 歴 史 的 事 実 で あ るか ど うか とい う こと以 上 に,ク バ の ひ とび と に と っての 王 権iと ラ

フ ィア 染 織 技 術 の本 質 的 なつ な が りの 意識 的(あ る い は無 意 識 の)表 明 とな って い る

とい え よ う。歴 代 の何 人 か の王 が,国 外 の旅 の と きに新 しい装 飾 デザ イ ンを 学 ん で持

ち帰 った とい う伝 承 もこのShaam王 の モ チ ー フを ひ とまわ り小 さ く して反 復 す る も

の と も考 え られ る。新 しい素 材,新 しい 技,新 しい デザ イ ンで さ らに飾 られ る こ とで

21)し たが って死 に際 して立派な 衣装がないことは,0生 の恥 と観念 される。 いわ ゆる妖 術者

 (bulok)の 嫌疑をかけ られ毒による試罪法によ って有罪 とされた者(こ れは植民地化以前 に行

 われた。現在 では占い師による)の 親族 は,妖 術の被害者に対 して何着 かの衣装 を賠償 として

 あたえなければな らなか った。こうして葬 られ る時の立派な衣装 を失 うことその ものが 「恥」

 による制裁の意 味もちえたと説明される。ダ ンスの時に歌われる歌に も立派な衣装 をもたない

 者 を,名 をふせて遠回 しにあて こするものな どがある。一定の年 に達 した老人たちにとって 自

 分の死 を飾 る衣装0式 を整えることが,人 生後半期の最大 の課題であ りまた生 きがいで もあ っ

 た とみうけ られる。それについて は[渡 辺 1985]に も僅かだがふれた。 現在の青年層はそ う

 した価値観を共有 して はいない。
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王 は い っそ うひ とび との視 線 を ひ きつ け,よ り華 美 な幻 想 の体 現 者 と して ひ と び と に

君 臨 して い った 。 しか しその 衣 装 は たん に よ り多 くの技 法,よ り希 少 な 素 材 を 用 い た

もの であ るだ け で は 王 の衣 装 で あ るの に足 りな い22)。 王 の衣 装 は,量 的 で 連 続 的 な グ

レー ドに おい て も っ と も高 い位 置 を しめ るだ け で な くそ れ以 上 に,唯 一者 と して の 王

の 存在 を しる しづ け る他 か ら隔 絶 した,不 連 続 な飛 躍 を含 ん だ もの で な けれ ば な らな

いだ ろ う。

 そ う した 王 の 衣 装 の 頂 点 に 位 置す る もの があ る。bwaancyと よば れ る0セ ッ トと

な った衣 装 で あ る。 これ は数 多 い さま ざ ま な王 の 衣 装 の な か で も きわ めて 特 徴 的 なア

ンサ ンブ ル と な って い る23)。 他 の セ ッ トが 個 々 の構 成 部分 か らみれ ば,華 美 の 程 度 の

点で違 いが あ る と は いえ 王 の近 親 者 に よ って も共 有 され る もの で あ るの に対 し,bwa-

ancyは ま った く王 の み に限定 され て い る。 あ らた に 即 位 した 王 は,遅 か れ早 か れ 王

付 きの衣 装 作 りの長Nybienに,自 分 自 身の 新 しいbwaancyを0セ ッ ト作 る こ とを

命 じ,完 成 した ア ンサ ンブル に は固有 の 名 が与 え られ る。 こ う したbwaancyの ユ ニ

ー ク さは ,こ れ が ひ との(地 位の 差 異 を 表 す)衣 装 体 系 と い う よ り も,む しろひ とを

超 え た 霊(Ngeshと よばれ る水 あ るい は大 地 の 霊)の ダ ンスの 衣 装 デザ イ ンに イ ンス

ピ レー シ ョ ンを 得 た もので あ る とい うと こ ろに あ る と思 わ れ る。 そ の こ とが ま た,て

の衣 装 と他 の 衣 装 の 強 く目を 引 く不 連 続 性 を 証 明 す る。 す なわ ち王 の もの を ふ くめ他

の衣 装 で は ひ との 注 意 を ひ くポイ ン トは お もに 頭 部 の冠 り もの と,腰 部 の 裳布 で あ り

胸や 腕 や 下 肢 は覆 わ れ な いの に対 し,bwaancyは 顔 を 除 い て(顔 も こめ か み か ら顎

に か けて 宝 貝 の 装 飾 で覆 わ れ る)ほ ぼ全 身が す っか り隠 され て しま うので あ る。

 bwaancyは お もに 次 の よ うなパ ー ツ か らな って い る。

 1)ncuum a nym:bwaancyで 用 い られ る 家 の形 の 冠 り もの 。

 2)mbup mu ndel:bwaancyで 用 い られ る鉢 巻 き。

 3)latok la bwaancy:上 半 身 を 覆 うチ ョ ッキ状 の 上着(latokは 身体 の意)。

 4)mikol mi bwaancy:腰 か ら足 首 まで を 覆 うズ ボ ン状の も の。 二 本 に分 か れ て

   い る。

 5)mapel:miko1の うえ に巻 か れ る裳 布 。

 6)makash maneemy:bwaancyで 用 い られ る手 袋 。

 7)mateemy maneemy:bwaancyで 用 い られ る足袋 。6)と 同 じ く爪 は象 牙 製 。

22)た だ し新 しい技法 と素材の集中と洗練の場 として後宮 の女たちがきわめて大 きな役割 を果た

 したであろ うことは想像され る。

23)以 下の王の衣装bwaancyに ついて は[CoRNET l 982]のP244以 下, P 311以 下の記述がた

 いへん参考にな った。
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 これ らに さ らに金 属 製 の腕 輪 や 足輪 な ど のア クセ サ リーが つ く。 全体 は優 に90キ ロ

近 くの 重 さに な り,こ の 衣 装 をつ けた と きに は王 は両 側 か ら支 え られ て よ うや く移 動

が で き るの だ とい う。 これ らの パ ー ツの うち他 の衣 装 に は な くbwaancyの と りわ

け大 き な特 徴 を な して い る3),4),6),7)はNgeshの ダ ンス のマ ス ク付 きの 衣 装

Mo-oshanbooyと 製 作 技 法上 は 同一 で あ り,王 の ほぼ全 身 を覆 うの であ る。

 じっ さい に は,王 が この 衣 装 をつ けて ひ とび との ま え に登 場 す る機 会 は ご くま れ で

あ る とい う。 た と え ば1939年 か ら ほぼ30年 に わ た って在 位 した 前 王Mbopey a Ma・

biinci ma Kienは そ の長 い あ いだ にbwaancyを わず か三 回 しか 身 に つ け なか った 。

しか し どの 王 も この衣 装 を 必 ず身 につ け る こ とが 少 な く と も一 度 は あ る一 た とえ それ

が 死 後 で あ る とは いえ 。 す なわ ち王 の も っ とも王 ら しい衣 装bwaancyは,王 が埋 葬

す る さい に 身 につ け る衣 装 な ので あ る。

 埋葬 に先 立 って王 の死 体 は9日 澗 安 置 され ひ とび との 弔 問 を うけ,ま た0方 で 埋 葬

の 準 備,空 位 期 間 の王 の 代 行 者 の 決 定(ふ つ うは王 が 生 前 自 分 の息 子 の一 人 を指 名 し

て お き,さ らに数 人 が そ れ を補 佐 す る)が すす め られ る。 前 王 の葬 儀 の 描 写 か ら要 点

をひ ろえ ば以 下 の よ うな 点 が注 目 され る24)。

 9日 間 の 安 置 の あ い だ王 の 衣装 は3度 か え られ る。 第 一 の 衣 装 は,比 較 的簡 素 な

labot latuol,第 二 の 衣 装 は1abot lansheshで い ず れ も,宝 貝 が大 量 に使 わ れ て い

る と はい え 形式 上 は,王 の 子 な ど他 の 王族 に も共 通 して 用 い られ うる裳 布 が 中心 とな

っ たア ンサ ンブル で あ る。 最 後 の 第三 の衣 装 がbwaancyで あ り,ど う じに 頭部 は

Ngeshを 表 す ダ ンスの 衣 装Moshanbooyの か し らの顔 面 の 部 分 だ け を の ぞ いたbe-

lepeyと よば れ る冠 り もので 覆 い隠 され る。 こ う して 王 の死 体 はbwaancyに よ って

覆 わ れ,多 くの 副 葬 品 と とも に棺 に お さめ られ て 埋 葬 され る。 つ ま り王 の死 ん だ 身 体

はす っか り包 まれ,Ngeshの 霊 と して 聖 別 され埋 葬 さ れ るの で あ る。

 それ ぞ れ の 王 のbwaancyは こ う して 王 がNgeshに い わ ば 格 上 げ され て葬 られ る

た めの 具 体 的 な 装 置 とな って い る。 それ だ けで は な く,王 の 第 三 の 埋 葬 衣 と して 用 い

られ る前 に この 衣 装 は,空 位 とな った王 権 の 連続 性 を象 徴 す る装 置 と して の役 割 を も

果 た さな け れ ば な らな い 。 死 ん だ 王 の息 子(Muanym munen)が 王 を 代行 す る25》

数 日の あ いだ,こ のbwaancyを 着 て 新 た な 王 の 決 定 まで の 王 位 の 空 白を うめ る役

割 を果 たす の で あ る(こ の 期 間 は,王 権 に と って現 実 に ク リテ ィカ ル な もの と な り う

24)前 出[CORNFiT 1982]P311以 下。

25)王 の代行者 は,1nuanym mua biki ny血(王 を王位につ ける者の意 。 bikiくabiky=王 位につ

 ける)と よばれ,原 則 として王 が婚資を支払 って妻 にした女 か らうまれた息子の うちの最年長

 者が選 ばれ る。
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渡辺 王の隠された身体

写真1

 ブタラのチーフ(ワ シの羽の首長 のひ とり)

 の衣装。上半身は,MQshanbooyの 衣装 と同

 じものである

写 真2

 礼 装 した先 代 の 王 の 息 子Ngolshaang Bopey
Mabinci氏 。現Kikam banguomで あ る

る・とりわけ長いあいだ次期の王として待機 してきて,心 中王の死を喜ぷ第一後継者

Buemy .と,死 んだ王の子である代行者とのあいだには葛藤があり,場 合によっては

公式のBuemyが 継承権の放棄を強要されることもありうるのである。こうした期間

にbwaancyが 王位代行者の手中にあることの象徴的意味は大きいと思われる)。

6. むす び にか えて

、 王を中心に,さ らにいえば王の可視の身体 と隠された身体を中心に分節化されたク

バの王権が,衣 装をどのような装置として用いることで成り立っゼいるのか素描 して

きた。それは 「もの」の側から社会空間を測量 し直す試みといってもよい。あるいは

民族技術がどのようなものをうみだすことを可能にし,そ れがどのような効果によっ

て社会の分節を目に見える装置に現実化するのか考える試みともいえる。いうまでも

なくこれは素描にすぎず残る課題は多い。とりわけ霊を表すマスクと結びつき王の死

体を包むbwaqncyは,ク バの衣装文化のなかで頂点をなしかなりこみいった体系を

作っているように思われる。いま分かることを図式化すれば次のようなものになる。
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               Ngesh(水 および大地の霊の観念)

                ↓

  王の衣装bwaancy← Moshanbooyの 衣装 一→ ワシの羽の首長の衣装

                ↑

             重臣有志によるダンスの

             衣装の製作と王への贈与

すなわちNgeshを 表すMoshanbooyの 衣装は,ひ とつのヴァリエーションとし

て主の衣装bwaancyを うむ一方,ク バの王権のもとにある地方首長の埋葬衣として

も用いられるもっともグレードの高い衣装として,か れ らがクバ王権の権威のもとに

あることを目に見えるかたちで表示する衣装ともなっているのである。かれ らは首長

の権威の目に見えるしるしとして,こ の衣装を王の村ンシェーングの職人たちから購

入 しなければならない。王権の中核の部分の構成をささえる衣装の体系が,こ こでも

王権のいわば周縁部の構成の重要な要素となっていると思われる。また重臣の うちの

有志を王が指名し,Moshanbooyの 衣装一・式を作 らせ献上することを求め,見 返 りに

貢献をたたえるタイ トルを与えるという。これが老壮年にとっていわば人生後期のイ

ニシエーションのような意味をもっているとも思われる(詳 しい聞きとりはこれから

である)。 染織技術の展開と王権形成の歴史との関係 もふくめ,明 らかにされるべき

問題はまだ数多く残っている。

  付   記

 この小論 は,1984年 度 トヨタ財団個人奨 励研究費に よる1984年6月 か ら1985年3月 の現地調査

および1987年 度文部省 科学研究費 「東部 アフ リカと中 ・西部 アフ リカにおける民族文化の変容過

程 に関する比較調査」(代表 和 田正平 国立民族学博物館教授)に よる1987年9月 か ら1988年

3月 までの現地調査で得 た知識に基いてま とめ られた。
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別 表1 クバ 王 国 の 重 臣(Bakolm=Binaan nuiminym)リ ス ト

タイ トル(図 の翫) 鳥 の 羽(正ashal) ク ラ ン 王との関係  現状 役割の内容
*1 *2 *3 (1989年 現在)

Cikil(1) K. Matoon 本文参照                    *5
Ipancil(2) N. Minbang't(Ishoody) 一 本文参照                    *5

Nymishoong(3) N. Minbang't 一 Ipanci1と おな じように王に直言す る。また王に女性をさ しだす よ

(Matuungま た はBuay)
一 う命ずる役。                     *5

Nyang(13) N. M量nbang't
一 同上                      *5

Muadid量(15) 一 一 王の息子で最年長者 本文参照

Cikil Muadidi 1. 一 王の息子 Muad量diを 補 佐 す る 。

K.ikam Bushoong(16) P. Minbang't 王の息子 本文参照

Kin Minbang't ? Minbang't 王の息子 Kikam banguomを 補 佐 す る 。

Mbeemy(23) Ka. 一 王の息子 本文参照

Mbiengy(22) Ka. 一 王の孫 本文参照

Iyol a Mbiengy 1. 一 一    欠員 Mbiengyを 補 佐 す る 。

Iyol(21) P・(3本) Minbang't(Ihengy) 一 本文参照 ただ し戦士 の長 とい ってもむ しろ村内の取 り締ま り。

Shesh(12) P・(3本) Minbang't(Ngosh) 一 本文参照        同上

Ncey Iy・1 P・(2本) 一 王の息子 Sheshを 補 佐 す る 。

Nnga Shesh P・(?) ? 一 Iyolを 補 佐 す る。

Mbie賀1y 1. Lanim, Yem, Bueym 一   欠員 クバ王国内の,水 お よび土地 の霊Ngesl1と 親密な関係 を もった医療者

のどれか Ngeshた ちを 統 括 す る 。

Nyzn3heky 1. 一 王の息子    欠員 植民地化以前お こなわれた 毒 によ る試罪法を とりしきる者(Sheky)を

統括す る。

Nybiin 1. 一 一 王 の衣装を製作する職人の長。有能 な者を王が選任す る。

Muedi 1. 一 一 Nybiinの 補 佐 。

Nymibatudy(5) 1. 一 一 本文参照        、

Ny皿balk 1. 一 一   欠員 賠償 の必要な係争事件をつか さどる。賠償の不履行 などを罰する。

Kis1亘d三 1. 一 王の息子 ?*6

Bulaam Mabuon 1. 一 王の息子 各村 の代表者(ibuon/mabuon)が 何か問題 をかかえている時,そ の代表
舳



として王に会 う。

Nym a Ncok 1. 一 王の息子 狩人 か象(Ncok)を しとめた時,こ の役職を通 して王に知 らせ,象 牙を

献上する。

Nym a Niet(18) 1. 一 王の息子 狩人 が水牛(Niet)を しとめた時,こ の役職を通 して王に知 らせ,角 を

献上する。

Makaan (L?) 交易にたず さわ る者の統括,交 易にかかわ る係 争,市 での価格の コン

トロー ル な ど。

Nym laku1 (1・?)
一 一 市での肉の分配,価 格 を コン トロールす る。

Ny・nish・1 (1・?)
一 一

漁師を統括す る。   ・

Nymlaking (1・P)
一 一 罠でと らえた獣について の係争事件を裁 く。

Nybiet 1. 一 王の息子 奴隷 にかかわ る問題をつ かさどる。奴隷売買 についての係 争を裁 く。

Nybiem 1. 一 一
窃盗事件にかかわ る問題を裁 く。

Nymashiim 1. 一 一   欠員 首吊 り自殺者 がでた時,そ の遺族か ら罰金 をとりたてる。

Nybiit(10) 1. 一 王の息子 対外的な戦 いにおける戦士 の長。

Katieng(20) ,(1・)埋葬 時*4 Minbang,t 王の娘 本文参照
Nbaan(11) (1・)埋葬 時*4 Minbang't 王の孫娘 本文参照
Nyiom(14) 1. 一 王にならずに死んだ ンシェー ングで 王族 の住む 区域Ngel Mbiim内 で 王族の子女 の争いが

王位継承者の息子 生 じた時調停す る。

Nyiang Buemy 1. 一 一 第 一 後 継 者Buemyづ きのNyiang。

Nkam mu Nceci(8) 1・   Minbang,t(?) 一 本文参照
Mikok(4) 1. 一 一 Mik・kは 焼 き畑 のために切 り倒 した木の こと。 かつて 王 は 出 御 の 時

Mikokの 背 の上を歩いた。

Ntotol (1・?)
一 王の息子 ひ とび との うわ さ,情 報を聞き集 める。

Tancion (1・?) 王の息子 製鉄用の砂鉄を集める責任者。

Kolmat(6) 1. 一 王の息子 戦 さの後の 武装解 除をつか さどる。 首に 巻いた弓の弦を外 して切 り戦
いの終わ りを示す。

Maluo血 1. 一 王の孫 伝統製法の塩(ngel buka1)を 地方か ら献上す る時,こ の役職者を通 し
た 。

Gikil Maluom(19) 1ち 一 王の娘の娘の息子 欠員 Malu・mの 補 佐 。

Iyol i Buong(7) 1. 一 王の孫     欠員 ?



Luong Pie血i(9) L       -      一   欠員 ?

Kikam Bangelabol(17) 1.       -Lodiへ の道 ぞいの村の 欠員 ? (bangelabolは 隣 国 ンデ ンゲ セ ヘ サ ンク ル川 を渡 るL・odiの

出身者 村への道 の名)

Cibuongobuong (1.P)      一   王の息子    (欠員?) ?

Mbeki butuimy (1・?)      一      一   (欠員?) ?

Ncial (1・P)      一      一   (欠員?) ?

Shony a Mbu・y (1。?)      一      一   (欠員?) ?

*1こ の リス トはBual'1の 席次 にはあげ られないBakolmを ふ くむ,な るべ く網羅的に列挙 したものだが,話 し手 によ って少 し異 同がある。 事実上消

滅 した と思われ る役職 も少 な くない。1950年 代の調査時の リス トの概略が [VANSINA 1978=134-135]に あ る。 筆 者 の え た説 明 と異 な る点 もあ るが,

詳 しい検討は別の機会 にゆず りたい。 この リス トの順はある序列を表 しているよ うだが, これ と8ual'1(図 参照)の 席次 との異 同の理由につ いてはは

っ き り しな い。 *2 K.=Kosh, N.=Nkidi,1.=Ishkul, P.=Puong, Ka.=Kaang,1 *3ど のクランか ら選任 され るか決め られている もの。一は規

定な し。 *4ふ だんは鳥の羽をつ けないが
,埋 葬時に許される。

*5こ れ ら四 つ の タ イ トルはブシ ョングの領土のい くつ かの地域の村村 の支配 ・代

表権 と結びつ いている。 その意味で,も っとも古いタイ トルであ ると同時に, 直轄の村村を もつ,王 および第一後継者 とある程度並ぶ ものだ といえ

る 。
*6?の 欄 についてはは っきりした説明はえ られなか った。

別表2 衣装の構成の概要

衣装の部位および 使用できるカテゴ リー
パ ーツの名称 (1～17ま での説 明は本文参照) パー ツの特徴

1 2 3 4 5 6 789 9,1011121314151617etc

1)ncuey 1)頭 部

1aket 冠 りもの

一1ishaash ingiengy ラフィア繊維を編んだふつ うの冠 りものに近いが ラフィアの 撚 り糸 を

装飾 とす る。 *1

一nkuuk 円錐状 の台地の真ん中と周囲に ワシの羽を植えた もの。*2

一kupash ** *  #**         **# 円錐状の 台地の 表面を くまな く宝貝 と ビーズの 幾何学文 様でおお った

もの 。

_1aket langieeng,dy a pash *#詐#   ** ふつ うの冠 りものの頂点 に ヨウムの朱色 の尾羽の束 をつ け,宝 貝で飾 っ

た もの 。

一kuumiluo1ま た は * * * 円錐状 の台地の頂点 か ら同心円状に ビーズと宝貝をつけ,さ らに紐 に通
kuu血bomboosh して下げてあ る。



一kalyeem * * * * * * 台地を ビーズ と宝貝でおおい,筒 状のものにビーズの三つの帯をつ けた

飾 りを乗せる。

・1apuum * * * * 獣皮 に宝貝で装飾 した もの。 額か ら顎の下 まで 尾を垂 らしその先 に小
さな鈴をつける。*3

・shuody * * 高 さ10clnほ ど の 円筒 状 の 上 に3・40 cmの 庇(つ ば)を つ け,宝 貝 で

飾 った もの 。

"mpaan * * * * 高 さ20cmほ どの円筒を ビーズ と宝貝で作 った 幾何文様でおお った も
の 。

.ikash 本文参照。三人 の役職者だけがつ ける。*4

一ishaandey **円 筒状の台地を獣皮でおおい,宝 貝で飾 った もの。

一mput mu puong **本 文参照。

一kuon a nyeny **本 文 参 照 。

nbup mu bosh 鉢巻き
一nbup mu bosh landel * * * * * * * ビーズで 飾 った鉢巻 きの下縁に3,4個 の ビーズの先に 宝貝をつ けた飾

り(1andel)を た らす 。

2)1at・1 2)胸

buoy bu paang 胸飾り
一ngup ansho1 * * * * 輪 形 の台 地 を 黒 白 の ビーズ で 作 る三 角 文(lancoong)で 飾 った もの 。

一lashaash * * * 豹 の劒歯で作 った首飾 り。
一bushoosh 煽 輪形 の台地を宝貝 などで飾 り,山 羊の白い毛を放射状に植えた もっとも

ふ つ うの もの 。

3)Iakoon, ishok 3)腰,尻
・
1yee血y 巾広の帯
一iyee血y mabnol mataan * *    ** *  * * 1nanbo1(組 み紐 文)を 五 つ 使 った帯 。

一iyeemy makoong,1 matey **組 み紐 文ではな く,ビ ーズで市松文を描いた もの。

一iyeemy mikOlningOm **ビ ーズ でmiko塒ingomと よ ば れ る文 様 を 描 い た もの 。

一bushyaa澱 職u imbiim **文 様で はな く宝貝を立てるように並べ縫い止 めて作 った もの。

血buemy 前垂れ
一mbuemy a pash * * 宝貝 とビーズで獣皮を飾 ったもの。

一血buemy a piem * * 先端 に巻 き貝piemを つ けて垂 らした もの。



一mbuemy a ngon'1 * * * ** * * ngon'1(種 は不 明)の 皮 で 作 った もの 。

・mbuemy a kwey ・**豹 皮で作 った もの。宝貝を使わない限 りだれ もが使 えるとい うの は や

や疑問が残 る。

。血buemy a kWey a pash * * * * * * 豹皮でつ くり宝貝とビーズで先端部を飾 った もの。
一血buemy a ngoong **先 端 に小 さな鈴をつ けた もの。

iyet 尻当て
一iyet a kwey * 豹皮製 の尻 当て。

4)1ak・1 4)足

shaang 足輪shaang(は 使われる実 の名。 これが触れあ って シャラシャラと鳴
る。)

一shaang bilieng(shaang i pash)*** * S1臓angの 実 の か わ りに宝 貝 を 使 った もの 。

一shaang ibelbe1 * ** 足 首に止 めるラフィア製 の台地を ビーズと宝貝 の市松文 で飾 った もの。
一shaang Iancoong * * * * * * * * 台地 を 黒 白の ビー ズ で描 い た三 角文(1ancoong)で 飾 った もの 。

一shaang imbaa皿pash * * * * 台地 の縁を黒 白の ビーズで縁取 り真中を宝貝で飾 った もの。

一shaang ilonguon
、

**何 の装飾 もつ けない足輪 。

註:こ の表では裳布mapelに は触 れて いな い。 その詳細 は別に論 じるべ きだろ う。 またこれ ら以外に も種 々さまざまなアクセサ リーがあるが全てにつ

  いて調査がすすんでい るわけで はないので省略す る。[GORNET l982]に かな りのものについて紹介がある。 しか しその説明は,筆 者 がえた もの と

  違 う場合が少 くな い。
*1こ の冠 りものはMbe㎝yとMbiengyだ けが使 う。*2こ の冠 りものはIyolとSheshの 専用。*3こ れ の天辺に ヨウムの羽をっけた ものはCikil

 専用。.*4こ れはIpanci1, Nymishoong, Nyangの みが用いる。 **こ れはだれで も使 うことができるもの。 #こ れ は埋葬の ときに死体につける

 ことが許 される ものであ る。


